
 

平成 25 年 11 月 22 日 

 

主要経済・業界団体の長 殿 

 

 

新規大学等卒業・修了予定者等の就職・採用活動開始時期変更 

に係る要請について 

 

 我が国の持続的な発展を図っていくためには、一人一人が能力を高め、グ

ローバル化した社会で活躍できるよう人材育成体制を抜本的に強化していく

ことが喫緊の課題であり、学生が学業に専念し、多様な経験ができる環境を

整えるとともに、海外留学からの帰国者の就職環境の改善を図ることが重要

です。 

 こうした観点から、就職・採用活動開始時期の変更について、平成 25 年４

月 19 日の「経済界との意見交換会」において、安倍内閣総理大臣から経済団

体に対し、平成 27 年度卒業・修了予定者（現在の大学２年生等）から、広報

活動時期は卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降に開始し、その後の採

用選考活動については、卒業・修了年度の８月１日以降に開始することを要

請（以下「総理要請」という。）しました。（「日本再興戦略」（平成 25 年６月

14 日閣議決定）【参考１】） 

また、総理要請を踏まえ、平成 25 年４月 22 日に下村文部科学大臣から大

学等関係団体に対し、①大学等が主体的に大学改革を実行し、大学教育の質

的転換を図ること、②インターンシップを始めとした初年次からのキャリア

教育・職業教育の充実、③地域産業界からのニーズを踏まえたカリキュラム

の策定及び④学生の海外留学の促進とそのための体制整備への早急な取組を

要請しました。 

これらを踏まえ、平成 25 年９月 13 日に、一般社団法人日本経済団体連合

会が「日本再興戦略」にのっとった形で就職・採用活動時期について変更し、

「採用選考に関する指針」を策定、公表しました。 

また、大学等においても、学生に高い学力と豊かな人間性を身につけさせ

た上で卒業生・修了生として、グローバル化を始め複雑多様化した社会に送

り出すという、本来果たすべき社会的使命と責任を十分に認識し、その責務

を果たすため、平成 25 年９月 27 日に、「大学、短期大学及び高等専門学校
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卒業・修了予定者に係る就職について（申合せ）」を策定、公表し、各大学

等において全教職員が協力し、全学的にこれを実行することを確認したとこ

ろです。 

政府としては、就職・採用活動開始時期変更の円滑な実現に向けて、「我

が国の人材育成強化に関する対応方針（大学生等の就職・採用活動問題を中

心に）」（平成 25 年４月 22 日内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業

省）【参考２】に基づき、上記の経済界及び教育界の取組を支援するため、キ

ャリア教育・就職支援機能の強化、中小企業への就職支援策の充実・強化及

び学卒未就職者への支援の拡充に重点的に取り組むこととしております。 

貴団体におかれましては、何とぞ深い御理解を賜り、傘下団体及び事業主

の皆様に上記総理要請の趣旨・内容を踏まえた就職・採用活動が行われるよ

う徹底いただきたく、御協力をお願い申し上げます。 

 

再チャレンジ担当大臣・内閣府特命担当大臣 

             

文部科学大臣 

          

厚生労働大臣 

     

経済産業大臣 
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○「日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）」【抜粋】 

第Ⅱ．３つのアクションプラン 

一．日本産業再興プラン ～ヒト・モノ・カネを活性化する～ 

２．雇用制度改革・人材力の強化 

⑤若者・高齢者等の活躍推進 

全ての人が意欲さえあれば活躍できるような「全員参加の社会」の構築を

目指す。特に、我が国の将来を担う若者全てがその能力を存分に伸ばし、世

界に勝てる若者を育てることが重要であり、若者・女性活躍推進フォーラム

の提言を踏まえつつ、成長の原動力としての若者の活躍を促進する。 

 

○若者の活躍推進 

・ インターンシップに参加する学生の数の目標設定を行った上で、地域

の大学等と産業界との調整を行う仕組みを構築し、インターンシップ、

地元企業の研究、マッチングの機会の拡充を始め、キャリア教育から

就職まで一貫して支援する体制を強化する。また、関係団体等の意見

を踏まえつつ、インターンシップの活用の重要性等を周知し、その推

進を図る。さらに、若者等が経済状況にかかわらず大学等で学ぶこと

ができるよう、奨学金制度を充実する。 

・ 就職活動から入社後の能力開発に至るまでの一貫した支援として、詳

細な採用情報等を公開し積極的に若者を採用・育成する「若者応援企

業」の普及拡大・情報発信の強化を図るほか、既卒３年新卒扱い、新

卒応援ハローワーク等を通じた中小企業と学生とのマッチング強化、

若手社員の訓練を行う中小企業団体に対する新たな支援、紹介予定派

遣を活用した学卒未就職者への就職支援【再掲】、及び就職後の定着

への支援を行う。 

・ 過重労働や賃金不払残業など若者の「使い捨て」が疑われる企業につ

いて、相談体制、情報発信、監督指導等の対応策を強化する。 

・ 地域の中小企業等が、未来の地域経済を支える人材を共同で育成する

仕組みを構築し、企業間での出向の円滑化や合同新人研修等を実施す

ることに対する支援を行う。 

・ ビジネスコンテスト等も活用しながら起業の促進を図るため、ポータ

ルサイトによる情報発信、専門家によるサポート体制の整備を推進す

るほか、クラウド・ファンディング等を活用した効果的な資金供給の

在り方を検討する。 

・ わかものハローワークの充実、地域レベルの産学官コンソーシアムの

組成による就職可能性を高める訓練コースの開発・実施等によるフリ

ーター等の正規雇用化支援や、NPO 等による就労に向けた相談支援な

どニートの就労支援を実施する。 

・ 学修時間の確保、留学等促進のための、2015 年度卒業・修了予定者か

らの就職・採用活動開始時期変更（広報活動は卒業・修了年度に入る

参考１ 
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直前の３月１日以降に開始し、その後の採用選考活動については、卒

業・修了年度の８月１日以降に開始）について、中小企業の魅力発信

等、円滑な実施に向けた取組を行う。 

・ ハローワークの民間活用【再掲】 

・ 大学、大学院、専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的

な人材の育成等を行うオーダーメード型の職業教育プログラムを新

たに開発・実施するとともに、プログラム履修者への支援を行うなど、

社会人の学び直しを推進する。また、高等専門学校について、地域や

産業界との連携を深めつつ、社会や企業のニーズを踏まえた学科再編

などを促進する。また、若者等の学び直しの支援のための奨学金制度

の弾力的運用や雇用保険制度の見直し等を行う。 
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我が国の人材育成強化に関する対応方針 
（大学生等の就職・採用活動問題を中心に） 

 
平成 25 年４月 22 日 

                内 閣 府 
文部科学省 
厚生労働省 
経済産業省 

 

１ はじめに 

○ 人材こそが我が国の最大の資源であり、国際競争の激化、技術革新が飛躍

的に進むなど内外の変化が大きい時代において、我が国の持続的な発展を図

っていくためには、人材の育成体制を抜本的に強化していくことが重要であ

る。 

優れた人材を効果的に育成していくことは、社会全体にとって望まれるこ

とであり、政府、大学・短期大学・高等専門学校等の高等教育機関、経済界

が一体となって、教育の質の向上や就職・採用活動の問題等の抜本的解決に

取り組み、我が国が今後必要とする人材の育成を強力に推進していく必要が

ある。 

 

○  我が国では、卒業見込みの学生について、卒業後直ちに働き始めることを

前提に在学中に採用を内定する、いわゆる「新卒一括採用」の採用慣行が定

着してきた。そのため、若年失業率は、先進国の中では低くなっていると評

価されている。 

他方、就職活動の早期化・長期化は、学業に専念すべき学生自身の負担に

なるばかりでなく、学生の成長が最も期待される卒業・修了前年度の教育に

支障を来し、結果として学生の学力の低下が懸念されている。 

また、グローバル人材の不足が顕在化しているにも関わらず、就職活動時

期の早期化を一因として、海外で学ぶ学生数はこのところ減少の一途をたど

っている。 

さらに、ここ数年、大学等の高等教育機関を卒業した者のうち進学せず、

未就職又は一時的な仕事に就いている者が、１０万人を超える高水準で推移

する一方で、数多くの優れた中小企業は、その魅力が学生等に対して十分に

理解されていないことなどから、人材を十分に確保できないというミスマッ

チが顕在化している。 

 

○ これらの課題を解決し、大学等の高等教育機関において充実した教育を行

い、社会が求める人材を育成するため、政府としては、キャリア教育・就職

支援機能の強化、中小企業への就職支援策の充実・強化、学卒未就職者への

支援の拡充について、重点的に取り組む。 

大学等の高等教育機関に対しては、その本務たる教育の充実や地域産業界

のニーズを踏まえたカリキュラム策定等の教育の質の向上に取り組むことを

求める。 

 

平成 25 年 4 月 22 日 第９回経済財政諮問会議資料 参考２ 
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経済界に対しては、教育の充実や留学促進の観点から、就職・採用活動時

期のさらなる後ろ倒しを求める。また、大学等におけるキャリア教育の充実

に向けた地域産業界による協力・支援を求める。 

 

２ 重点的に取り組むべき事項 

（１）教育の充実・留学促進等のための就職・採用活動時期の後ろ倒し 

○ 新卒一括採用慣行を前提とし、学生の学修時間の確保や教育の充実を

図り、また、海外の大学等に留学していた学生の帰国時期を勘案すれば、

学生の就職・採用活動時期の後ろ倒しが必要である。そのため、経済界

に対し、卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降から、学生に対する

広報活動を開始し、その後の採用選考活動については、８月１日以降に

開始することを求める。 

なお、就職・採用活動時期の後ろ倒しの際には、海外の大学等に留学

していた学生に十分な就職活動を行う機会を与え、学生が安心して卒

業・修了前年度に留学に出られるよう、学生や大学等のニーズを踏まえ、

適切な環境を整えることを期待する。  

 

○ 就職・採用活動時期を上述のように後ろ倒しした場合には、中小企業

の採用活動にも影響が及ぶ可能性があることから、中小企業の就職・採

用活動が円滑に進むように以下（２）～（４）の取組を実施する。 

 

（２）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化 

○ 前記（１）を踏まえ、政府は、インターンシップに参加する学生の数

の目標設定を行った上で、大学等と地域産業界との調整を行う仕組みを

構築し、学生に対して、卒業・修了前年度の夏季・春季休暇中に行うイ

ンターンシップ、地元企業の研究やマッチングの機会の拡充をはじめ、

キャリア教育から就職まで一貫して支援する体制を強化する。 

なお、教育効果の高い比較的長期のインターンシップの有用性や中小

企業の魅力発信としての活用の重要性を示すこと等について、関係団体

等の意見を踏まえつつ、現行の「インターンシップの推進に当たっての

基本的考え方（平成９年９月１８日 文部省、通商産業省、労働省）」に

ついて、関係省庁間で見直しに向けた検討を行う。 

 

（３）中小企業への就職支援策の充実・強化 

○ 政府としては、 

① 地域の中小企業と大学等が連携し、経営者による出前講座等を通じ

て中小企業と学生が日常的に顔の見える関係を構築するとともに、合

同説明会等によるマッチング支援を全国的に展開すること、 

② 詳細な企業情報・採用情報を公開し積極的に若者を採用・育成する

中小企業を「若者応援企業」として位置付け、その情報発信を強化す

るとともに、新卒応援ハローワーク等を活用して学生と中小企業との

マッチングを推進すること、 
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  等の施策を展開していく。 

   ○ 大学等や各地域の経済団体、地方公共団体等においても、前記施策の

展開を十分に活用されるとともに、独自の事業として、地域の企業を対

象とした合同就職説明会の開催等に、積極的に取り組むことを求める。 

 

（４）学卒未就職者への支援の拡充 

○ 学卒未就職者に対しては、新卒応援ハローワーク等のジョブサポータ

ーを通じた支援の実施とともに、紹介予定派遣（派遣先企業への職業紹

介を予定して行われる派遣）の活用により、正社員就職を促進する。 

 

３ 今後の対応 

○ 政府としては、大学等、経済界と一体となって、後ろ倒しの円滑な実施 

に向けて必要な施策に取り組み、平成２７年度卒業・修了予定者（現在大 

学２年生等）の就職活動から後ろ倒しを実施する。 

 

○  国家公務員採用試験については、平成２７年度卒業・修了予定者からの 

見直しに向け、必要な措置をとるよう、人事院に要請することも含め準備 

を行う。 

また、地方公務員採用試験についても、国家公務員採用試験における対

応を踏まえ、必要に応じ地方公共団体に対する要請を行う。 

 

○  なお、今回の後ろ倒しに際して、今後就職活動時期を迎える若者に不安 

と混乱が生じないよう、丁寧な対応を行う。 

 




